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六

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

七

非
常
災
害
対
策

八

事
業
の
主
た
る
対
象
と
す
る
障
害
の
種
類
を
定
め
た
場
合
に
は
当
該
障
害
の
種
類

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

（
非
常
災
害
対
策
）

第
八
条

療
養
介
護
事
業
者
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常

災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
絡
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ら
を

定
期
的
に
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

療
養
介
護
事
業
者
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な
訓
練
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
整
備
）

第
九
条

療
養
介
護
事
業
者
は
、
職
員
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
療
養
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
当

該
療
養
介
護
を
提
供
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
計
画

二

第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
拘
束
等
の
記
録

三

第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

四

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（
規
模
）

第
十
条

療
養
介
護
事
業
所
は
、
二
十
人
以
上
の
人
員
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
規
模
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
設
備
の
基
準
）

第
十
一
条

療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
の
基
準
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
規
定
す
る
病
院

と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
設
備
及
び
多
目
的
室
そ
の
他
運
営
上
必
要
な
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
療
養
介
護
事
業
所
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、

利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
二
条

療
養
介
護
事
業
者
が
療
養
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

管
理
者

一

二

医
師

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
五
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
基
準
以
上

三

看
護
職
員
（
看
護
師
、
准
看
護
師
又
は
看
護
補
助
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
療
養
介
護
の
単
位
ご

と
に
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
を
二
で
除
し
た
数
以
上

四

生
活
支
援
員

療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
を
四
で
除
し
た
数
以
上
。
た
だ

し
、
看
護
職
員
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
を
二
で
除
し
た
数
以
上
置
か
れ
て
い
る
療
養
介
護
の
単
位

に
つ
い
て
は
、
置
か
れ
て
い
る
看
護
職
員
の
数
か
ら
利
用
者
の
数
を
二
で
除
し
た
数
を
控
除
し
た
数
を
生
活
支
援

員
の
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
療
養
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
利
用
者
の
数
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
数

イ

利
用
者
の
数
が
六
十
以
下

一
以
上

ロ

利
用
者
の
数
が
六
十
一
以
上

一
に
、
利
用
者
の
数
が
六
十
を
超
え
て
四
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に

一
を
加
え
て
得
た
数
以
上

（
療
養
介
護
の
取
扱
方
針
）

第
十
六
条

療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
計
画
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
等

に
応
じ
て
、
そ
の
者
の
支
援
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
療
養
介
護
の
提
供
が
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な

い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

療
養
介
護
事
業
所
の
職
員
は
、
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家

族
に
対
し
、
支
援
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

療
養
介
護
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
療
養
介
護
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
療
養
介
護
計
画
の
作
成
等
）

第
十
七
条

療
養
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
に
療
養
介
護
に
係
る
個
別
支
援
計
画
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
療
養
介
護
計
画
」
と
い
う
。）の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

療
養
介
護
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
、
そ
の

置
か
れ
て
い
る
環
境
及
び
日
常
生
活
全
般
の
状
況
等
の
評
価
を
通
じ
て
利
用
者
の
希
望
す
る
生
活
や
課
題
等
の
把
握

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。）を
行
い
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
上
で
の
適
切
な
支
援
内
容
の
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
に
面
接
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
面
接
の
趣
旨
を
利
用
者
に
対
し
て
十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
利
用
者
の
数
は
、
前
年
度
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
規
に
事
業
を
開
始
す
る
場
合
は
、
推
定
数
に

よ
る
。

３

第
一
項
の
療
養
介
護
の
単
位
は
、
療
養
介
護
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
利
用
者
に
対
し
て

一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、
複
数
の
療
養
介
護
の
単
位
を
置
く
場
合
の
療
養
介
護
の
単
位
の
利
用
定
員
は
二

十
人
以
上
と
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
事
業
所
の
職
員
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）は
、
専
ら
当

該
療
養
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
者
又
は
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

第
一
項
第
一
号
の
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
療
養
介
護
事

業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
療
養
介
護
事
業
所
の
他
の
業
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該
療
養
介
護
事
業

所
以
外
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
第
四
号
の
生
活
支
援
員
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
第
五
号
の
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

第
十
三
条

療
養
介
護
事
業
者
は
、
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い

る
環
境
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
携
等
）

第
十
四
条

療
養
介
護
事
業
者
は
、
療
養
介
護
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
及
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視

し
た
運
営
を
行
い
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
他
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
保
健

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
等
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

療
養
介
護
事
業
者
は
、
療
養
介
護
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
適
切
な
援
助

を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
療
養
介
護
事
業
者
が
利
用
者
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
の
支
払
の
範
囲
等
）

第
十
五
条

療
養
介
護
事
業
者
が
療
養
介
護
を
提
供
す
る
利
用
者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
当
該
金
銭
の
使
途
が
直
接
利
用
者
の
便
益
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者
に
支
払
を
求
め
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
額
並
び
に
利
用
者
に
金
銭
の
支
払
を

求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
に
対
し
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ÿš
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